
相
 
談
 
窓
 
口
 
一

 
覧

 

▼
市

町
福

祉
事

務
所

 

名
 

 
称

 
所

 
 

属
 

電
話

番
号

 
所

 
 

 
 

 
 

在
 

 
 

 
 

 
地

 

宇
部

市
 

子
育

て
支

援
課

 
(0

8
3

6
)3

4
-
8

3
3

1
 

〒
7

5
5

-
8

6
0

1
 

宇
部

市
常

盤
町

1
丁

目
7

-
1

 

山
口

市
 

子
育

て
保

健
課

 
(0

8
3

)9
3

4
-
2

9
6

0
 

〒
7

5
3

-
0

0
7

9
 

山
口

市
糸

米
２

丁
目

６
－

６
 

 
 

 
 

 
 

 
  

山
口

市
保

健
セ

ン
タ

ー
内

 

萩
 

市
 

子
育

て
支

援
課

 
(0

8
3

8
)2

5
-
3

2
5

9
 

〒
7

5
8

-
8

5
5

5
 

萩
市

江
向

5
1

0
 

防
府

市
 

子
育

て
支

援
課

 
(0

8
3

5
)2

5
-
2

3
4

8
 

〒
7

4
7

-
8

5
0

1
 

防
府

市
寿

町
7

-
1

 

下
松

市
 

子
育

て
支

援
課

 
(0

8
3

3
)4

5
-
1

7
3

4
 

〒
7

4
4

-
8

5
8

5
 

下
松

市
大

手
町

3
丁

目
3

-
3

 

岩
国

市
 

こ
ど

も
支

援
課

 
(0

8
2

7
)2

9
-
5

0
7

5
 

〒
7

4
0

-
8

5
8

5
 

岩
国

市
今

津
町

1
丁

目
1

4
-
5

1
 

光
 

市
 

子
ど

も
家

庭
課

 
(0

8
3

3
)7

4
-
3

0
0

6
 

〒
7

4
3

-
0

0
1

1
 

光
市

光
井

2
丁

目
2

-
1

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

総
合

福
祉

セ
ン

タ
ー

 
あ

い
ぱ

ー
く

光
 

長
門

市
 

子
育

て
支

援
課

 
(0

8
3

7
)2

3
-
1

1
5

6
 

〒
7

5
9

-
4

1
9

2
 

長
門

市
東

深
川

1
3

3
9

-
2

 

柳
井

市
 

社
会

福
祉

課
 

(0
8

2
0

)2
2

-
2

1
1

1
 

〒
7

4
2

-
8

7
1

4
 

柳
井

市
南

町
1

丁
目

1
0

-
2

 

美
祢

市
 

地
域

福
祉

課
 

(0
8

3
7

)5
2

-
5

2
2

8
 

〒
7

5
9

-
2

2
9

2
 

美
祢

市
大

嶺
町

東
分

3
2

6
-1

 

周
南

市
 

次
世

代
政

策
課

 
(0

8
3

4
)2

2
-
8

4
6

0
 

〒
7

4
5

-
8

6
5

5
 

周
南

市
岐

山
通

1
丁

目
1

番
地

 

山
陽

小
野

田
市

 
子

育
て

支
援

課
 

(0
8

3
6

)8
2

-
1

1
7

5
 

〒
7

5
6

-
8

6
0

1
 

山
陽

小
野

田
市

日
の

出
1

丁
目

1
-
1

 

周
防

大
島

町
 

福
祉

課
 

(0
8

2
0

)7
7

-
5

5
0

5
 

〒
7

4
2

-
2

8
0

6
 

周
防

大
島

町
西

安
下

庄
3

9
2

0
-
2

1
 

和
木

町
、

上
関

町
、

田
布

施
町

、
平

生
町

、
阿

武
町

に
お

住
ま

い
の

方
は

、
県

健
康

福
祉

セ
ン

タ
ー

へ
お

問
い

合
わ

せ
く

だ
さ

い
。

 

下
関

市
に

つ
い

て
は

、
市

が
実

施
主

体
と

な
っ

て
い

ま
す

。
下

関
市

こ
ど

も
家

庭
支

援
課

(0
8

3
)2

3
1

-
1

3
5

8
 

 ▼
県

健
康

福
祉

セ
ン

タ
ー

 
 

 

名
 

 
 

称
 

所
 

管
 

区
 

域
 

電
話

番
号

 
所

 
 

 
 

在
 

 
 

 
地

 

岩
国

健
康

福
祉

セ
ン

タ
ー

 
岩

国
市

、
和

木
町

 
(0

8
2

7
)2

9
-
1

5
2

2
 

〒
7

4
0

-
0

0
1

6
 

 

岩
国

市
三

笠
町

1
丁

目
1

-１
 

柳
井

健
康

福
祉

セ
ン

タ
ー

 
柳

井
市

、
周

防
大

島
町

 

上
関

町
、

田
布

施
町

、
平

生
町

 
(0

8
2

0
)2

2
-
3

7
7

7
 

〒
7

4
2

-
0

0
3

1
 

柳
井

市
南

町
３

丁
目

９
-
３

 

周
南

健
康

福
祉

セ
ン

タ
ー

 
下

松
市

、
光

市
、

周
南

市
 

(0
8

3
4

)3
3

-
6

4
2

2
 

〒
7

4
5

-
0

0
0

4
 

周
南

市
毛

利
町

2
丁

目
3

8
 

山
口

健
康

福
祉

セ
ン

タ
ー

 

山
口

市
、

防
府

市
 

(0
8

3
)9

3
4

-
2

5
2

8
 

〒
7

5
3

-
8

5
8

8
 

山
口

市
吉

敷
下

東
3

丁
目

1
-
1

 

 
 
 
 
〃

 
 

（
防

府
支

所
）
 

(0
8

3
5

)2
2

-
3

7
4

0
 

〒
7

4
7

-
0

8
0

1
 

防
府

市
駅

南
町

1
3

-4
0

 

宇
部

健
康

福
祉

セ
ン

タ
ー

 
宇

部
市

、
美

祢
市

、
 

山
陽

小
野

田
市

 
(0

8
3

6
)3

1
-
3

2
0

1
 

〒
7

5
5

-
0

0
3

3
 

 
 

 
 

 

宇
部

市
琴

芝
町

１
丁

目
１

-
５

０
 

長
門

健
康

福
祉

セ
ン

タ
ー

 
長

門
市

 
(0

8
3

7
)2

2
-
2

8
1

1
 

〒
7

5
9

-
4

1
0

1
 

長
門

市
東

深
川

1
3

4
4

-
１

 

萩
 
 
健

康
福

祉
セ

ン
タ

ー
 

萩
市

、
阿

武
町

 
(0

8
3

8
)2

5
-
2

6
6

4
 

〒
7

5
8

-
0

0
4

1
 
 

萩
市

江
向

河
添

沖
田

5
3

1
-
１

 

  

     

母
子

家
庭

・
父

子
家

庭
や

寡
婦

の
方

等
の

経
済

的
自

立
の

助
成

と
生

活
意

欲
の

助
長

を
図

り
、あ

わ
せ

て
児

童
の

福
祉

を
増

進
す

る
た

め
に

、
各

種
資

金
の

貸
付

け
を

行
っ

て
い

ま
す

。
 

 

○
 
母

子
家

庭
の

母
・

父
子

家
庭

の
父

 

・
 

配
偶

者
の

な
い

女
子

・
男

子
で

現
に

２
０

歳
未

満
の

児
童

を
扶

養
し

て
い

る
方

 

○
 
寡

婦
 

・
 

配
偶

者
の

な
い

女
子

で
あ

っ
て

、
か

つ
て

配
偶

者
の

な
い

女
子

と
し

て
児

童
を

扶
養

し
て

い
た

方
 

○
 
母

子
家

庭
の

母
、

父
子

家
庭

の
父

、
寡

婦
以

外
の

方
 

・
 

夫
と

死
別

や
離

婚
等

を
し

、
現

在
配

偶
者

の
な

い
４

０
歳

以
上

の
女

子
の

方
 

・
 

２
０

歳
未

満
の

父
母

の
な

い
児

童
 

※
 

寡
婦

及
び

配
偶

者
の

な
い

４
０

歳
以

上
の

女
子

の
方

で
あ

っ
て

、
現

在

子
を

扶
養

し
て

い
な

い
方

に
つ

い
て

は
、

前
年

の
所

得
の

額
が

2
,0

3
6

,0
0

0
円

以
下

の
方

に
限

り
対

象
と

な
り

ま
す

。
 

 

「
母

子
父

子
寡

婦
福

祉
資

金
貸

付
金

一
覧

」
（

中
面

）
の

と
お

り
で

す
。

 

お
貸

し
で

き
る

の
は

、
貸

付
限

度
額

の
範

囲
内

で
、

ご
自

身
で

準
備

す
る

こ
と

が
で

き
な

い
必

要
最

低
限

か
つ

、返
済

可
能

な
額

と
な

り
ま

す
。

 

 

 
お

住
ま

い
の

市
町

福
祉

事
務

所
又

は
県

健
康

福
祉

セ
ン

タ
ー

が
相

談
窓

口
と

な
り

ま
す

。
 

 
（

裏
面

の
「

相
談

窓
口

一
覧

」
を

参
照

し
て

く
だ

さ
い

。
）

 

 ※
 

申
請

か
ら

貸
付

金
の

交
付

ま
で

１
か

月
か

ら
２

か
月

程
度

要
し

ま
す

。
 

事
前

相
談

が
必

要
と

な
り

ま
す

の
で

、
ま

ず
は

お
早

め
に

ご

相
談

く
だ

さ
い

。
 

（
必

要
費

用
が

分
か

る
書

類
を

お
持

ち
く

だ
さ

い
。）

 

    

  

  

 ・
 

申
請

前
に

借
入

金
の

利
用

目
的

に
つ

い
て

既
に

履
行

（
契

約
・

支
払

）
さ

れ
て

い
る

と
き

は
、

貸
付

け
は

で
き

ま
せ

ん
。
 

・
 

公
租

公
課

や
他

の
借

入
金

等
で

滞
納

が
あ

る
方

へ
の

貸
付

け

は
原

則
と

し
て

で
き

ま
せ

ん
。

 

・
 

修
学

資
金

、
修

業
資

金
、

就
学

支
度

資
金

、
就

職
支

度
資

金

（
児

童
の

就
職

に
係

る
も

の
）

に
つ

い
て

は
、

資
金

を
利

用
し

て
修

学
等

す
る

児
童

（
子

）
が

「
連

帯
借

主
」

と
な

り
、

借
主

と
連

帯
し

て
返

済
す

る
義

務
を

負
い

ま
す

。
 

・
 

「
連

帯
保

証
人

」
を

立
て

る
場

合
は

、
原

則
６

か
月

以
上

県

内
に

居
住

し
て

い
る

別
生

計
の

親
族

等
で

保
証

能
力

が
あ

る

と
認

め
ら

れ
、

他
の

貸
付

金
に

つ
い

て
保

証
し

て
い

な
い

こ
と

が
条

件
と

な
り

ま
す

。（
原

則
と

し
て

６
５

歳
ま

で
で

あ
る

こ
と

）
 

・
 

連
帯

借
主

及
び

連
帯

保
証

人
と

な
る

方
に

は
、

面
接

に
よ

り

借
主

と
同

様
の

返
済

義
務

が
あ

る
こ

と
を

確
認

さ
せ

て
い

た

だ
き

ま
す

。
 

 

住
所

地
を

管
轄

す
る

県
健

康
福

祉
セ

ン
タ

ー
が

、
提

出
さ

れ

た
貸

付
申

請
書

を
審

査
し

、
貸

付
可

否
を

決
定

し
ま

す
。

 

※
 

審
査

の
結

果
、

減
額

や
貸

付
け

を
お

断
り

す
る

こ
と

が
あ

り
ま

す
。

 

 

・
 

原
則

と
し

て
月

賦
償

還
に

よ
る

元
利

均
等

償
還

で
す

。
 

・
 

口
座

振
替

（
山

口
銀

行
、

西
京

銀
行

、
山

口
県

農
協

、
ゆ

う

ち
ょ

銀
行

）
又

は
納

入
通

知
書

に
よ

り
償

還
し

て
い

た
だ

き
ま

す
。

な
る

べ
く

、
便

利
な

口
座

振
替

を
ご

利
用

く
だ

さ
い

。
 

・
 

事
故

や
病

気
等

で
ど

う
し

て
も

期
限

ま
で

に
償

還
で

き
な

い

場
合

は
、

貸
付

け
を

受
け

た
市

町
福

祉
事

務
所

や
県

健
康

福
祉

セ
ン

タ
ー

に
早

め
に

ご
相

談
く

だ
さ

い
。

 

 

・
 

借
主

・
連

帯
借

主
・

連
帯

保
証

人
に

対
し

、
文

書
や

電
話

、

自
宅

訪
問

等
に

よ
り

履
行

を
請

求
し

ま
す

。
 

・
 

法
律

の
定

め
に

よ
り

、
延

滞
元

利
金

額
に

つ
き

年
３

％
の

割

合
で

違
約

金
が

発
生

し
ま

す
。

 

 

 

◆
 
母

子
父

子
寡

婦
福

祉
資

金
と

は
 
◆

 

母
子

父
子

寡
婦

福
祉

資
金

貸
付

金
制

度
の

ご
案

内
 

償
還
金
は
、
資
金
を
必
要
と
す
る
他
の
母
子
家
庭
・
父
子
家
庭
や
寡
婦
の
方
等
に
貸
付
け
を
行
う
た
め
の
貴
重
な
財
源
と
な
り

ま
す
。
無
理
の
な
い
償
還
計
画
を
立
て
、
必
ず
完
済
し
て
く
だ
さ
い
。

 

◆
 貸

 
付

 
対

 
象

 
者

 ◆
 

◆
 
資

金
の

種
類

、
貸

付
限

度
額

 ◆
 

◆
 
相

 
談

 
窓

 
口

 
◆

 

◆
貸

付
の

要
件

・
連

帯
保

証
人

な
ど

◆
 

◆
 
貸

 
付

 
の

 
決

 
定

 
◆

 

◆
 
償

還
（

返
済

）
の

方
法

 
◆

 

◆
 
納

入
期

限
ま

で
に

支
払

が
な

い
場

合
 
◆

 

 資－3－60

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

 

                                                ○母子父子寡婦福祉資金貸付金制度
山口県こども家庭課ホームページから引用　



令
和

３
年

度
母

子
父

子
寡

婦
福

祉
資

金
貸

付
金

一
覧

 

資
金

種
類

 
貸

付
対

象
及

び
資

金
内

容
 

貸
付

限
度

額
 

貸
付
期
間
 

据
置
期
間
 

償
還
期
限
 

利
率

 

修
 
 
学
 

母
子
家

庭
・

 
父

子
家

庭
の

 
母

・
父

が
 

扶
養
す

る
 

児
童
・

子
 

 父
母
の

な
い

 
児

童
 

 寡
婦
の

扶
養

 
す

る
子
 

高
等

学
校

､大
学

･大
学

院
・

短
大

､高
等

専
門

学
校

又
は

専
修

学
校

で
修

学
す

る
た

め
に

必
要

な
経

費
 

例
-授

業
料

､教
科

書
代

､交
通

費
 

大
学

等
に

進
学

す
る

場
合

は
生

活
費

も
対

象
と

な
り

ま
す

。
 

月
額
 
 
 

学
校

種
別

・
学

年
別

 

一
覧

表
の

と
お

り
 

修
 
学
 

期
間
中
 

当
該
学
校

卒
業
後
 

６
か
月
 

原
則

10
年

以
内
 

※
専修

学
校(

一般
課

程)
 

は
５年

 

無
利
子
 

就
学
支
度
 

入
学

又
は

修
業

施
設

へ
入

所
す

る
た

め
に

必
要

な
経

費
 

例
-入

学
金

、
被

服
･履

物
等

の
購

入
費

 

大
学

等
に

進
学

す
る

場
合

は
受

験
料

も
対

象
と

な
り

ま
す

。
 

学
校

種
別

一
覧

表
の

と
お

り
 

 
当
該
学
校
 

卒
業
後
 

６
か
月
 

原
則

10
年

以
内

 

※
専修

学
校(

一般
課

程)
 

・
修

業
施

設
は

５
年
 

無
利
子
 

修
 
 
業
 

事
業

を
開

始
し

､又
は

就
職

す
る

た
め

に
必

要
な

知
識

技
能

を

習
得

す
る

た
め

の
経

費
 

※
特

別
-自

動
車

免
許

の
取

得
に

必
要

な
資

金
 

 
(就

職
を

希
望

し
て

お
り

、
業

務
に

必
要

な
場

合
又

は
 

自
動

車
以

外
の

通
勤

手
段

が
無

い
場

合
に

限
る

) 

月
額
 
  

  
 
68
,
0
0
0円

 

(特
別
 
  
 
  
4
60
,
0
0
0円

）
 

 

習
得
す
る
期
間
中

５
年
を
超
え
な
い

範
囲
 

知
識
技
能

習
得
後
 

１
年
 

原
則

10
年

以
内
 

無
利
子
 

技
能
習
得
 

母
子

家
庭

の
母
 

父
子

家
庭

の
父
 

寡
  
 
  

婦
 

自
ら

事
業

を
開

始
し

､又
は

就
職

す
る

た
め

に
必

要
な

授
業

料
･材

料
費

等
 

※
特

別
-自

動
車

免
許

の
取

得
に

必
要

な
資

金
 

※
一

括
-知

識
技

能
の

習
得

等
の

た
め

各
種

学
校

や
養

成

施
設

等
に

入
学

す
る

場
合

の
入

学
金

な
ど

、
入

学
に

要

す
る

費
用

に
必

要
な

資
金

 

月
額
 
 
 
  
 
68
,
0
0
0円

 

（
特
別
  
 
  
4
60
,
0
0
0円

）
 

（
一
括
  
 
  
8
16
,
0
0
0円

）
 

※
一

括
－

最
大

12
月

分
相

当
額

を
 

初
年

度
に

貸
付

け
る
 

習
得
す
る
期
間
中

５
年
を
超
え
な
い

範
囲
 

知
識
技
能

習
得
後
 

１
年
 

原
則

10
年

以
内
 

年
１
．
０
％
 

（
※
）
 

就
職
支
度
 

母
子

家
庭

・
 

父
子

家
庭

の
 

母
・

父
又

は
児

童
 

父
母

の
な

い
児

童
 

寡
婦
 

就
職

す
る

の
に

必
要

な
経

費
 

例
－

被
服

、
履

物
等

の
購

入
費

 

※
特

別
-通

勤
用

自
動

車
の

購
入

に
必

要
な

資
金

 

 
  

 
  

 （
自

動
車

以
外

の
通

勤
手

段
が

無
い

場
合

に
限

る
）

 

1
00
,
0
0
0
円
 

 (
特
別
  

  
3
30
,
0
00

円
）
 

（
自

動
車

購
入

の
み

の
場

合
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
23
0
,0
0
0
円
）
 

 
１
年
 

６
年
以
内
 

児
童
の
就
職

に
係
る
貸
付

の
場
合
は
無

利
子
 

上
記
以
外
は
 

年
１
．
０
％
 

（
※
）
 

医
療
介
護
 

母
子

家
庭

・
 

父
子

家
庭

の
 

母
・

父
又

は
児

童
 

寡
婦
 

医
療

・
介

護
を

受
け

る
た

め
に

必
要

と
な

る
経

費
 

例
－

医
療

保
険

の
自

己
負

担
分

､通
院

に
要

す
る

交
通

費
 

医
師

が
必

要
と

認
め

た
按

摩
･マ

ッ
サ

ー
ジ

等
に

か

か
る

費
用

等
 

※
当

該
医

療
・

介
護

を
受

け
る

期
間

が
お

お
む

ね
１

年
 

以
内

の
場

合
に

限
る

 

医
療
 
  

 
3
40
,
0
00

円
 

(特
別
 
 
 
  
4
80
,
0
00

円
）
 

介
護
 
 
 
 
 
5
00
,
0
00

円
 

(特
別

－
所

得
税

が
課

税
さ

れ
て

い
な

い
又

は
申

請
時

に
お

け
る

経
済

的
事

情
が

所
得

税
非

課
税

の
者

と
同

等
程

度
の

場
合

) 

 
６
か
月
 

５
年
以
内
 

年
1.
0％

（
※
） 

生
 
 
活
 

母
子

家
庭

の
母
 

 

父
子

家
庭

の
父
 

 

寡
  
 
  

婦
 

①
知

識
技

能
を

習
得

し
て

い
る

期
間

 

②
医

療
・

介
護

を
受

け
て

い
る

期
間

 

③
生

活
安

定
貸

付
期

間
（

配
偶

者
の

な
い

女
子
・
男

子
と

な
っ

て
７

年
未

満
）
 

の
生

活
を

維
持

す
る

の
に

必
要

な
経

費
  

①
の

場
合

 
  

 
月
額
 
1
4
1,
0
00

円
 

②
③

の
場
合

  
 
月
額
 
1
0
5,
0
00

円
 

( 
生

計
中

心
者

で
な

い
場

合
月
額

70
,
0
0
0
円
) 

※
③
に
お
い
て
、
養
育
費
取
得
に
係
る
裁
判
等

に
要
す
る
費
用
を
、
１
２
月
分
相
当
額
を
限

度
に
貸
し
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

 

①
５
年
以
内
 

②
１
年
以
内
 

③
配
偶
者
の
な
い
女
子
・

男
子
と
な
っ
て
７
年
未
満

で
25
2
万
円
が
限
度
 

期
間

終
了

後

６
か

月
 

①
原

則
10

年
以

内
 

②
５

年
以

内
 

③
８

年
以

内
 

年
1.
0％

（
※
） 

失
業

貸
付

期
間
（

離
職

し
、
就

労
の

意
思

及
び

能
力

を
有
す

る

に
も

か
か

わ
ら

ず
職

業
に

就
く

こ
と

が
で

き
な

い
状

態
で

、
離

職
し

た
日

の
翌

日
か

ら
1
年

以
内

）
の

生
活

を
維

持
す

る
の

に

必
要

な
経

費
 

月
額
 
 
 
 

10
5
,
0
0
0
円

( 
生

計
中

心
者

で
な

い
場

合
月
額

7
0,
0
0
0
円
) 

離
職
し
た
日
の
翌
日
か

ら
１
年
以
内
 

(貸
付
期
間
中
に
失
業
者
で

な
く
な
っ
た
場
合
に
は
対
象

外
と
な
る
) 

期
間

終
了

後

６
か

月
 

５
年
以
内
 

年
1.
0％

（
※
） 

住
 
 
宅
 

住
宅

を
建

設
し

､購
入

し
､補

修
し

､保
全

し
､改

築
し

、
又

は
増

築
す

る
の

に
必

要
な

経
費

 

 

1,
5
00
,
0
0
0
 
円
 

※
災

害
等

に
よ

り
特

に
必

要
と

認
め

ら
れ

る
場

合
 

(
特
別
 
 
  
 
2,
0
00
,
0
0
0
円
）
 

 
６
か
月
 

６
年
以
内
 

※
特

別
は
 

７
年

以
内
 

年
1.
0％

（
※
） 

転
 
 
宅
 

住
宅

を
移

転
す

る
た

め
に

必
要

な
経

費
 

2
60
,
0
0
0
円
 

 
６
か
月
 

３
年
以
内
 

年
1.
0％

（
※
） 

結
 
 
婚
 

母
子

家
庭

・
父

子
家

庭
の

母
・

父
が

扶
養

す
る

児
童

･子
、

寡

婦
が

扶
養

す
る

子
が

婚
姻

す
る

た
め

に
必

要
な

経
費

 

3
00
,
0
0
0
円

 
 

６
か
月
 

５
年
以
内
 

年
1.
0％

（
※
） 

事
業
開
始
 

母
子

家
庭

の
母
 

父
子

家
庭

の
父
 

寡
  
 
  

婦
 

母子
・父

子福
祉団

体
 

事
業

を
開

始
す

る
の

に
必

要
な

設
備

費
､機

械
・

材
料

等
の

 

購
入

費
 

3,
0
30
,
0
0
0
 
円
 

団
体
 
 
  
 
4,
5
60
,
0
0
0 
円
 

 
１
年
 

７
年
以
内
 

年
1.
0％

（
※
） 

事
業
継
続
 

現
在

営
ん

で
い

る
事

業
を

継
続

す
る

た
め

に
必

要
な

商
品
・
材

料
の

購
入

費
等

運
転

資
金

 

1,
5
20
,
0
0
0
 
円
 

団
体
 
 
 

1,
5
20
,
0
0
0 
円
 

 
６
か
月
 

７
年
以
内
 

年
1.
0％

（
※
） 

（
※

）
 

利
率

が
年

１
．
０

％
の

資
金

種
類

に
つ

い
て

は
、

連
帯
保

証
人

を
立

て
た

場
合

無
利

子
と

な
り

ま
す

。
 

 
 

月
額
（
単
位
：
円
）
  

「
高
等
教
育
の

修
学
支
援
新
制
度
」
等
、
授
業
料
等
の
減
免
や
給
付
型
の
奨
学
金
を
利
用
で
き
る

場
合
は
、
そ
ち
ら
を
優
先
し
て
活
用
し
て
く
だ
さ

い
。
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
一
旦
貸
付
を

行
っ
た
後
に
「
高
等
教
育
の
修
学

支
援
新
制
度
」
の
対
象
と
な
り
、
給
付
型
奨
学

金
の
給
付
、
授
業
料
減
免
が
あ
っ
た
場
合
、
支
援
相
当
額
を
償
還
し
て
も
ら
う
必
要
が
あ
り
ま
す
。

 
ま
た
、
日
本

学
生
支
援
機
構
又
は
山
口
県
ひ
と

づ
く
り
財
団
か
ら
奨
学
金
を
受
け
る
場
合
は
、

奨
学
金
の
月
額

と
修
学
資
金
の
貸
付
限
度
額
と
の

差
額
が
、
貸
付
限
度
額
と
な
り
ま
す
。
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

１
年

２
年

３
年

４
年

５
年

自
　

宅
2
7
,
0
0
0

2
7
,
0
0
0

2
7
,
0
0
0

自
宅

外
3
4
,
5
0
0

3
4
,
5
0
0

3
4
,
5
0
0

自
　

宅
4
5
,
0
0
0

4
5
,
0
0
0

4
5
,
0
0
0

自
宅

外
5
2
,
5
0
0

5
2
,
5
0
0

5
2
,
5
0
0

自
　

宅
3
1
,
5
0
0

3
1
,
5
0
0

3
1
,
5
0
0

6
7
,
5
0
0

6
7
,
5
0
0

自
宅

外
3
3
,
7
5
0

3
3
,
7
5
0

3
3
,
7
5
0

7
6
,
5
0
0

7
6
,
5
0
0

自
　

宅
4
8
,
0
0
0

4
8
,
0
0
0

4
8
,
0
0
0

9
8
,
5
0
0

9
8
,
5
0
0

自
宅

外
5
2
,
5
0
0

5
2
,
5
0
0

5
2
,
5
0
0

1
1
5
,
0
0
0

1
1
5
,
0
0
0

自
　

宅
6
7
,
5
0
0

6
7
,
5
0
0

自
宅

外
7
8
,
0
0
0

7
8
,
0
0
0

自
　

宅
8
9
,
0
0
0

8
9
,
0
0
0

自
宅

外
1
2
6
,
5
0
0

1
2
6
,
5
0
0

自
　

宅
6
7
,
5
0
0

6
7
,
5
0
0

自
宅

外
9
6
,
5
0
0

9
6
,
5
0
0

自
　

宅
9
3
,
5
0
0

9
3
,
5
0
0

自
宅

外
1
3
1
,
0
0
0

1
3
1
,
0
0
0

自
　

宅
7
1
,
0
0
0

7
1
,
0
0
0

7
1
,
0
0
0

7
1
,
0
0
0

自
宅

外
1
0
8
,
5
0
0

1
0
8
,
5
0
0

1
0
8
,
5
0
0

1
0
8
,
5
0
0

自
　

宅
1
0
8
,
5
0
0

1
0
8
,
5
0
0

1
0
8
,
5
0
0

1
0
8
,
5
0
0

自
宅

外
1
4
6
,
0
0
0

1
4
6
,
0
0
0

1
4
6
,
0
0
0

1
4
6
,
0
0
0

1
3
2
,
0
0
0

1
3
2
,
0
0
0

1
8
3
,
0
0
0

1
8
3
,
0
0
0

1
8
3
,
0
0
0

専
修

学
校

（
一

般
課

程
）

5
1
,
0
0
0

5
1
,
0
0
0

学
校

区
分

 
 
　

　
 
 
 
 
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
学

年

高
　

等
　
学

　
校

専
修

学
校

（
高
等

課
程
）

高
等

専
門
学

校

専
修

学
校

（
専
門

課
程
）

短
　

期
　

大
　

学

大
　

　
学

大
　

学
　

院

国
公

立

私
　

立

国
公

立

私
　

立

国
公

立

私
　

立

国
公

立

私
　

立

修
 
士

 
課

 
程

博
 
士

 
課
 
程

国
公

立

私
　

立

貸
付

限
度

額
(
単

位
:
円

)

小
学
校

6
4
,
3
0
0

中
学
校

8
1
,
0
0
0

自
　

宅
1
5
0
,
0
0
0

自
宅

外
1
6
0
,
0
0
0

自
　

宅
4
1
0
,
0
0
0

自
宅

外
4
2
0
,
0
0
0

自
　

宅
1
5
0
,
0
0
0

自
宅

外
1
6
0
,
0
0
0

自
　

宅
4
1
0
,
0
0
0

自
宅

外
4
2
0
,
0
0
0

自
　

宅
5
8
0
,
0
0
0

自
宅

外
5
9
0
,
0
0
0

3
8
0
,
0
0
0

5
9
0
,
0
0
0

2
7
2
,
0
0
0

2
8
2
,
0
0
0

学
校

区
分

国
公

立

私
　

立

自
　

宅

自
宅

外

※
所

得
税

非
課

税
世

帯
に

限
り

ま
す

。

高
　
等

　
学

　
校

専
修

学
校

（
高

等
課

程
）

国
公
立

私
　
立

専
修

学
校

（
一

般
課

程
）

大
　
　

　
　

　
学

短
　
期

　
大

　
学

高
 
等

 
専
 
門
 
学

 
校

専
修

学
校

（
専

門
課

程
）

国
公
立

私
　
立

大
 
学
 
院

修
業

施
設

（
高

等
学

校
卒

業
者

が
入

所
す

る
場

合
）

修
学

・
就

学
支

度
・

修
業

・
就

職
支

度
（

児
童

の
就

職
に

係
る

も
の

）
に

つ
い

て
は

、
 

資
金

を
利

用
し

て
修

学
等

す
る

児
童

（
子

）
が

「
連

帯
借

主
」

と
な

り
、

借
主

と
連

帯
し

て
債

務
を

負
い

ま
す

。
 

修
学
資
金
の
貸
付
限

度
額
 
学
校
種
別
・
学
年
一
覧
表

 

一
定

以
上

の
所

得
を

有
す

る
場

合
は

別
途

限
度

額
が

あ
り

ま
す

。
 

就
学
支
度
資
金
の
貸
付
限
度
額
 
学
校
種
別
一
覧
表

 

一
旦

貸
付

を
行
っ

た
後

に
「

高
等

教
育
の

修
学

支
援

新
制

度
」

の
対

象
と

な
り

、

入
学

金
の

減
免

が
あ

っ
た

場
合

、
支

援
相
当

額
を

償
還

し
て

も
ら

う
必

要
が

あ
り

ま
す
。
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